
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８ 
            地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577 

平成２７年１１月１０日（火）  第２９５号  

ご意見は 
こちらまで 

 当事務所では、青森県内の国道のうち、４号・７号・４５号・１０１号・１０４号の管理区間延長３
１０．６㎞について、４つの出張所で管理しています。 
 冬期間の道路交通の確保に欠かせない除雪作業の始まり前に、今冬の道路交通の確保を誓うと共に、
除雪作業の安全と作業員の健康を願って各出張所ごとに除雪機械出動式を行っています。 
 11月４日（水）、青森東防災ステーションで行われた出動式は、県内初となる青森県・青森市との
合同での開催となり、除雪従事者への激励として、宮田保育園園児から除雪機械のカギの引渡しや、青
森東保育園園児による和太鼓が披露されました。 
 今冬も、除雪作業の効率化を図りながら、道路利用者の方々や沿道住民の方々が安全で安心して利用
できる道路を目指し除雪作業を行ってまいります。 

 初冬期に発生する「スリップ事故」や
「坂道を登れない」などのトラブルを未然
に回避するため、「冬タイヤの早期装着」
を呼びかけています。 
 冬期間は、急激な気象の変化、路面状況
の変化が発生します。早めのタイヤ交換を
お願いします！ 

除雪機械の体験学習の様子（青森東保育園園児） 

除雪機械のカギの引渡し（宮田保育園園児） 和太鼓の披露（青森東保育園園児） 
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